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現在のBlg所口西目下地区間近

刷前日画目下土地区画整理事業の概要
面   積 :2.6ha

施行年度 :H5～ H13(予 定)

施行主体:別所日西目下土地区画整理組含

権利者数:35人 (当初事業認可時)

減歩率(含算):26.34%

事 業 霞:4億6,400万 円(予定)

平成12年に完了しました。



(建築基準法第48条 、同法別表第2こよる)

例 一不

Ｂ

第

一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域

A

第

種

住

居

地

域

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿

兼用住宅のうち店鵠、事務所等の部分がT定 規模以下のもの

幼稚園、おヽ学校、中学校、高等学校

図書館等

神社、寺院、教会等

老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等

保育所等、公衆浴場、診療所

老人福祉センタ
ー

、児豊厚生施設等

巡査派出所、公衆電話所等

大学、高等専門学校、専修学校等

病 院

床面積の合計が450高 以内の一定の店舗、飲食店等

床面積の合計が500甫 以内の一定の店舗、飲食店等

上記以外の物品販売業を営む店舗、飲食店 (1)

上記以外の事務所等 (1)

ボーリング場、スクート場、水泳場等 (1)

ホテル、旅館 (4)

自動車教習場、床面積の合計が45甫 を超える畜舎 (1)

マージヤン屋、ばちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等

カラオケボツクス等

2階 以下かつ床面積の合計が300市 以下の自動車車庫

営業用倉庫、3階 以上又は床面積の合計が300百 を超える自動車車庫

(一定規模以下の附属草庫等を除く)

魯席部分の床面積の合計が200甫 未満の劇場、映画館、演芸場、観覧場

モ

キヤバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール等

個室付浴場業に係る公衆浴場等

作業場の床面積の合計が50面以下の工場で危険性や環境を悪化させモ
おそれが非常に少ないもの

作業場の床面積の合計が150甫 以下の自動車修理工場

作業場の床面積の合計が450高 以下の上場で危険性や環境を悪化させ
るおそれが少ないもの

倒刊新聞の印刷所、作業場の床面積の合計が300甫 以下の自動車修理
工場

作業場の床面積の合計が450席 を超える工場またよ危険性や環境を悪
化させるおそれがやや多いもの

危険'性が大きいか又は著 しく環境を悪化させるおそれがある工場

火薬類、石油類、ガス等の危険物の時蔵、処理の量が非常に少ない施設 (1)

火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が少ない施設

火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量がやや多い施設

火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が多い施設

○用途地域内の建物の用途制限

( 1 )に つ いて は、当該 用途 に供 す る部 分が 3 , 0 0 0甫 以下 の場合 に限 り建築 可能

地区計画イメージ図

|●1第 一種中高層住居専用地域

用途地域は、市街地の土地利用の基本となるも

ので、それぞれの地域の特性 こ合わせて、お互い

こ守るべさ最低限の土地利用規制を行うもので

す。主に建築物の用途や形態の規制がなされてい

ます。

用途地域は、12種 類あり、各々の地域にふさわ

しいようこ、建築の用途や形態の制限を定めてい

ます。

①用途地域の種類と性格

第 一 種

公  園

居 地 域

緑 地

住

A

種 性 箱

層

域

醜

軸

４

居

第

住
低層住宅に係る長好な住居環境を保護するための地域

層

域諏却
２
居

第
住

小規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域

層

域

一向
地

中

用

種

専

４

居

第

住
中高層を含む住宅の環境保護のための地域

層

域

一局
地

中

用

種

専

２

居

第

住
必要な利便施設の立地を認める中高層を含む住宅の環境
保護のための地域

第11種住層地域 大規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅地のための地域

第2種住居地域 住宅地の環境を保護するための地域

準 住 居 地 域 自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域

近 隣 商 業 地 域
近隣の住宅地の住民に対する国用品の供給を行うことを主
たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定
める地域

商 業 地 域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域

準 工 業 地 域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を

増進するため定める地域

工 業 地 域 主として工業の利便を増進するため定める地域

工 業 専 用 地 域 工業の利便を糧進するために定める地域



0窪 ベイ率 ・容績率

市街地の建て詰まりを予防し、環境悪化を防ぐ

ために、地区こ応じて、表のように建物の大きさ

を制限する建ぺい率・容積率が定められていま

す。

⑤鰹 襲 鞠 の 闘 越闘際 の 観 罐

道路面の通風や採光を確保し、隣地に与える国

照、通風の影響を一定に押さえるために、地区に

応じて、表のようこ高さ関係の制限が定められて

います。

・建ぺ い率による制限

建物の建築面積(いわゆる建て坪です。)の敷地面積に

対する割合(普通
"%"で

あらわします。)のことをいい、

建ぺ賠 ∽ 三
漏

×的0掛 算しま仇

なお、lm以 内のひさし、軒などは、建築面積には入

りません。

中容積率による制限

建物の各階の床面積の合計(述べ面積)の敷地面積に

対する割合(普通
"%"で

あらわします。)のことをいい、

雛 率∽ =誂 × l①O掛 算しま仇

各階の

床面積
の合計

(延べ面積)

○ 籠 襲 勤 の 購 議 叉 繊 慧 醒 餞 ビ 鰹

本地区内においては、建築物の外壁や屋根について落

ち着きのある色調とし、まとまりのある景観づくりを行

うこととし、屋外広告物についても、地区の環境に調和

したものとします。

これにより、魅力のある街並を形成することを目指し

ます。

ついては、これらの内容を、地区計画の制限とし、より

よい景観づくりを行います。

1.建築物の外壁若しくはこれに代わる柱及び屋根の色

彩は、原色の使用を避け、落ち着きのある色調とする。

2.屋外広告物は、美観を損なうような刺激的な色彩や装

飾を用いることを避け、地区の環境に調和したものと

する。

用 途 地 域 建ぺい率 容積率

第    1 種 住 居 地 域

( A 地 区 )
60% 200%

第 1 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域

( B 地 区 )
60% 200%

用 途 地 域 区分 最高の高さ 道路斜線

種
域地！居

第
住 (A地 区)

44m

( 地 区 計 画

による制限)

1:1.25

第4種中高層

住居専用地域 (B地 区)

1 2rrn

( 地 区 計 画

による制限)



①敷地面穂の最低限度

建物の建てづまりを防止するため、一定の敷地

が確保されるように地区計画で制限するもので

○壁 面 位 置 の 制 限

隣地及び道路との間に 定 の空地を確保する

ために隣地境界及び道路境界から外壁を離す距

離として、50cmを 地区計画として定めました。

ただし、下記に示す3項 目については、この制限未満

の面積であつても建物の敷地として認められます。

①既存の使用=

地区計画の決定前にすでに建物の敷地として使

用されている土地で上記の制限に満たないもの

でも、そのままの状態で建て替え等を行う場合。

②既存の権利=

地区計画決定前に所有権、僧地権等を有する土地

で上記の制限に満たないものについては、そのま

まの状態で新築、建て替え等を行う場合。

③公共分言」=

道路等の公共用地に分割した残りの土地が上記

の制限に満たなくなる場合。

住宅に付属する物

置や車庫等について

は、下記の基準で緩和

措置があります。

1.住宅に付属する物置その他これに類する建築物で、軒

の高さが2.3rln以下、かつ床面積の合計が5.0甫以内の

もの。

2.住宅に付属する車庫また|よ駐輪場の用途に供する建築

物で、軒の高さが2.3rn以下、かつ床面積の合計が30

百以内のもの。

3.出窓で、床面からの高さが30cm以上かつ奥行き45cm

以下で、道路境界線及び敷地境界線までの距離が○.5rln

に満たない部分の長さの合計が4m以 下であるもの。

○垣 又 は 、柵 の 制 限

大規模な地震等が起きた際 高い    に 倒れる

と歩行者に大変危険であるばかりでなく、避難や救助

の道をふさざ、被害を拡大させる恐れがあります。

また道路側の塀よ、地区の景観の質を高める大き

な要素の一つとなつています。

そこで、道路の面する部分の垣・柵の整備イメージ

を、下記のようこ地区計画として定めました。これか

ら新たに造るものについてよ、下記のいずれかにす

る様こお願いします。

1.生垣

2.高 さ60側 以下の基礎の上に、透視可能なフェンス

を設けるか植栽を施したもので、宅地地盤面からの高

さが全体で1.6m以 下のもの。

く計画決定前〉  く 計画決定後〉  〈計画決定前〉  〈 計画決定後〉

捕:は草絋:戦:
→     o

→      ×

50cm以 上  50印 未満

5甫 以内の物置

基礎十植栽※地区計画の決定は平成 10年 12月 25国 です。 基礎十フェンス 基礎十フェンス十植栽



別 所 ・西 ヨ 下 地 区 地
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